
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和6年2
月9日

令和6年2
月26日

部落解放同盟は、暴力団や右翼
団体との徹底排除の決意を発表
したが、大阪市職員達は決意発
表しない理由を示せ！！

不存在 号 市民局
総務担当
（総務グ
ループ）

市民局の不存在による非公開
決定(令和３年11月26日付け大
市民第727号)に不存在の理由と
して示されていた次の記載につ
いて

・⑩「『2000配れば400回収し
ようが600回収しようが、その
信頼性は同じである。統計の入
門書にも書いてありクリアでき
る。』説明の根拠が分かる文
書」については、ホームページ
で公開されている情報以外に公
文書を作成又は取得しておら
ず、実際に存在しないため。

市民局は情報公開審査会から次
の照会を受け、

⑩については、「ホームページ
で公開されている情報」が、審
査請求人が公開請求で求めてい
る「説明の根拠」とのことです
が、当該ホームページを印刷し
たものに、根拠部分を四角囲み
したうえで⑩の番号を付して提
出してください（なお、すでに
当該ホームページが存在しない
等の提出できない事情があれ
ば、その旨鐙文に記載してくだ
さい。）。

総務省統計局のWebページ「な
るほど統計学園高等部 調査に
必要な対象者数」のページを示
し、そこに記載されている、定
めれた信頼水準及び許容標本誤
差の下で母比率の推定値を得る
ための標本調査において必要と
なるサンプルサイズを求める説
明を該当箇所として特定してい
ます。(資料の提出について(令
和５年11月２日付大市民第509
号))

市民局　２月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）



また、市民局は意見書の提出
について(令和５年12月27日付
大市民第720号)で次の説明を
行っています。

・⑥についての公開請求の趣旨
は、「調査結果の正確性」とは
何かと「正確性は担保されてい
る」とする根拠が分かるものと
理解し、令和３年11月12日付け
大監第97号通知による監査結果
と、区民アンケート報告書を特
定した。
同監査結果においては、住之江
区役所からの説明として「400
弱の回答者数が必要と考えた理
由は、これまでの市民の声に対
する回答において、『一般的に
国などが行っている標本調査で
は、信頼水準95％として調査の
設計をされており、その場合の
サンプル数が400 弱必要である
ことを参考とし』と示している
とおり、調査結果の正確性は担
保されている。」と記載されて
いる。
また、同区民アンケート報告書
においては、調査設計において
設定した信頼水準95％を担保す
るために必要とされるサンプル
数が確保されているかが記載さ
れている。

また、不存在による非公開決
定(令和５年10月25日付大市民
第496号)には不存在の理由とし
て次の記載があります。

「正確性は担保されている」
ことに対する説明の根拠資料に
ついては、インターネット上に
公表されている資料や解説等を
もとに区民アンケートの回収数
が一定以上であれば、調査結果
の分析を行うことができると知
見を得たものである

以上の記載から、市民局は総
務省統計局Webページに記載さ
れている信頼水準を95％、許容
標本誤差を５％としたときに必
要となるサンプルサイズ「400
弱」(Webページの説明では384)
の「サンプル数が確保されてい
る」ことを根拠に「正確性は担
保されている」などの説明を
行っているものであると認めら
れます。

号 市民局
区行政制度
担当

令和6年2
月12日

令和6年2
月26日

不存在



しかし、この総務省統計局の
Webページで議論されているの
は標本誤差についてのみであ
り、非標本誤差については触れ
られていません。「正確性は担
保されている」というために
は、この非標本誤差も抑えられ
ているということを説明する必
要がありますが、この非標本誤
差(特に標本の偏りに起因して
発生するもの)が抑えられてい
るということが確認できる文書
を公開してください。

令和6年2
月13日

令和6年2
月26日

大阪市と右翼関係者が昔から蜜
月な関係なのか、一心同体なの
か分かるもの

不存在 号 市民局
総務担当
（総務グ
ループ）

令和6年2
月20日

令和6年3
月5日

万博誘致決定後から本日まで万
博啓発に使った費用（最小の係
ごとで回答） 市民局所管分

不存在 号 市民局
総務担当
（総務グ
ループ）


